
株主総会で議決権を行使することがで

きた株主の議決権を，議決権の多い順

に加算し，その合計が，登記事項につ

き議決権を行使することができた総株

主の議決権の２／３に達するまでの間

に，明細書に記載されていない株主は

いますか。 

明細書に記載された株主のうち，登

記事項について，株主総会で議決権

を行使することができた株主の議決

権を合計すると，登記事項につき議

決権を行使できた総株主の議決権の

２／３を超えますか？ 

本書式を 

利用できます。 

本書式は 

利用できません。 

本書式は 

利用できません。 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

「同族会社等の判定に関する明細書」を添付した株主リスト 

 商業登記規則６１条３項の書面（「株主リスト」）については，一定の場合に，法人税

の確定申告の際に作成する「同族会社等の判定に関する明細書」（「明細書」）を添付す

る書式（書式２－１。以下「本書式」。）を利用して作成することができます。本書式を

利用できる条件については，下のフローチャートを参考にしてください。 

※１ 本書式は，明細書の「発行済み株式の総数又は出資の総額の欄」に株式数を記載した株式会社についてのみ，利用できます。 

※２ 種類株式発行会社は，株主リストに，株主が有する種類株式の種類及び種類ごとの数の記載を要するため，本書式を利用でき

ません。 

※３ 「同族関係者」を記載しているかは，明細書の「判定基準となる株主等との続柄」の欄に，「本人」以外の続柄（「妻」な

ど）が記載されているかを見れば分かります。 

※４ 同族会社であっても，株主リストに記載すべき株主の数が足りない場合があります。 

   株主リストに記載する「議決権数」は，登記事項について株主総会で行使することができた株主の議決権を基準にするため，

明細書に記載された「議決権数」とは異なる場合があり得ます。なお，算定の対象となる議決権は，株主総会に出席した株主の

議決権に限られませんが，登記事項についての決議において行使できるものに限られます。 

※５ 例えば，発行済株式総数（１株につき議決権１個。いずれの議決権も株主総会で行使できた。）が１００株（１００個）の株

式会社につき，明細書に「１位グループとして，Ａ本人３０株，Ａ妻１０株，２位グループとしてＢ本人２５株，３位グループ

としてＣ本人１０株，Ｃ妻５株」と記載されていた場合に，明細書に記載されていないＤが１２株の株式を保有する場合には，

株主リストに記載すべき株主は，Ａ，Ｂ及びＤとなります（３名で議決権が合計６７になり総議決権の３分の２に達する。）。 

※４・５ ※４ 

明細書の「発行済株式の総数又は出資の

総額の欄」には，「発行済み株式の総

数」が記載されていますか？ 

はい 

※１ 

種類株式発行会社ですか？ 

※２ 

同族関係者の保有する株式を合計して記

載していますか。 

※３ 

明細書に記載された株主の氏名・住所・

株式数等は，株主総会の日（又はその基

準日）と同じですか？ 

はい 

いいえ 

本書式は 

利用できません。 

いいえ 

いいえ 

はい 


